
（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所スリール板橋志村 
重要事項説明書兼契約書 

＊当施設は介護保険の指定を受けています（板橋区指定 第 1391901129号） 

当事業所はご契約者に対して、（介護予防）小規模多機能型居宅介護サービスを提供します．事業所の

概要、サービス契約上ご注意頂きたい事を次の通りご説明させて頂きます． 

１．事業者 
① 法人名      株式会社 ヒナコーポレーション 
② 法人所在地    神戸市灘区備後町５－３－１－３０９ 
③ 電話番号     ０７８－８１１－３０１３ 
④ 代表者氏名    園田 潤治 
⑤ 設立年月日    平成 22 年４月１日 

              
 
２．事業所 

① 事業所名     (介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所スリール板橋志村 
    ② 指定番号     １３９１９０１１２９          
    ③ 事業所所在地   東京都板橋区志村１－２８－１０ 
    ④ 電話番号     代表 ０３－５９１８－９１９７ 
      FAX 番号        ０３－５９１８－９１９８ 
    ⑤ ｻｰﾋﾞｽ提供地域  東京都板橋区 
    ⑥ 営業日及び時間  営業日３６５日 
               営業時間 通い１０時～１7 時 
                    （日中６時～２２時） 
                    泊まり１7 時～翌１０時 
                    訪問２４時間 

⑦ 利用定員     登録 29 名 通い 1 日 15 名 泊まり 1 日 7 名 
    ⑧ 代表者氏名    園田 潤治        
    ⑨ 管理者氏名    中村 直子      
    ⑩ 開設年月日    令和５年４月１日 
    ⑪ 建物の構造    鉄筋コンクリート地上４階建 
 
３．運営方針と事業所の義務 

① 利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を維持、継続することができ

るよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、及び宿泊サービスを

柔軟に組み合わせることにより、地域でのその人らしい生活・暮らしを支援します。 
② （介護予防）小規模多機能型居宅介護サービス等の提供にあたっては、(介護予防)小規模

多機能型居宅介護サービス計画に基づき、漫然かつ画一的にならないよう、利用者の機能

訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要なサービスを提供します。 
③ （介護予防）小規模多機能型居宅介護サービス等の提供にあたっては懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者またはその家族(以下、「利用者等」という。）に対し、サービス提供等に

ついて理解しやすいように説明を行います。 
④ 登録者が通いサービスを利用していない日においては、必要に応じて可能な限り訪問サー

ビスや電話連絡により、見守りや状況の把握を行う等、登録者の居宅における生活を支え



るために適切なサービスを提供します。 
⑤ 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に

行います。 
⑥ 自ら提供する（介護予防）小規模多機能型居宅サービス等のサービスの質の評価を行うと

共に、定期的に外部による評価を受けて、それらの結果を公表し常に改善を図ります。 
   

４．契約の目的 
    株式会社ヒナコーポレーション、（介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所スリール板橋志

村（以下、事業所）は要介護・要支援認定を受けた利用者（以下、利用者）に対し、介護保険

法令の趣旨に従って、利用者がその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営み在宅での生活を維持できるよう、指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護サービスの提供

を受け、それに対する利用料を支払うことについて契約を締結します。 
 
５．契約期間と更新 

① 本契約の契約期間は契約締結の日から要介護（要支援）認定有効期間の満了までとします。 
      但し、契約期間満了日以前に利用者が要介護（要支援）状態区分の更新認定を受け、要介

護（要支援）認定有効期間の満了日が更新された場合は、更新後の要介護認定の満了日を

もって契約期間の満了日とします。 
② 契約期間の満了の 30 日前までに利用者又は利用者代理人から書面による契約終了の申し

入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 
③ 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護

（要支援）認定有効期間の満了日とします。 
     但し、契約期間満了日以前に利用者が要介護（要支援）状態区分の変更の認定を受け、要

介護（要支援）認定有効期間の満了日が更新された場合、更新後の要介護（要支援）有効

期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。 
  
６．サービス計画と介護計画の作成と変更及びサービス内容 

① 事業所の管理者は、事業所の介護支援専門員に利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて、他の従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容等を記した(介護予防）小規模多機能型居宅介護サービス計画書

(以下、「サービス計画書」）及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画書（以下、｢介護

計画書｣）を作成し書面にて説明の上同意を得て交付するとともに、これを基本としつつ、

利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス、宿泊サ

ービスを組み合わせた介護を行います。 
② 事業所は利用者が書面によりサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、速やか

にサービス計画書、介護計画書の変更等の対応を行います。 
③ 事業所はサービス計画書及び介護計画書の作成および変更に当たっては、その内容を利用

者及びその家族に対し、説明し同意を得て交付します。 
④ 通いサービス…事業所において、食事、排泄、入浴等の日常生活上の世話や生活機能訓練

を行います。 
⑤ 訪問サービス…利用者宅を訪問し、食事、入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を

行います。但し、医療行為は行えません。訪問に必要な水道、電気、ガス、電話、その他

備品は無償で使用させていただきます。宿泊サービス…事業所において、昼夜ともに食事、

入浴、排泄等の日常生活上の世話や機能訓練を行います。 



⑥ 事業所はサービス提供記録を、この契約終了後 5 年間保管し、利用者の書面に 
よる求めに応じて回覧、又は複写物を交付します。 

⑦ 重度化に対する支援…中重度になっても最期まで自宅で暮らし続ける支援を実現できる

ように行います。 
 

７．居宅サービス事業所等の連携 
    事業所は、サービス提供に当たり、居宅サービス事業所及び保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供するものとの綿密な連携に努めます。 
 
８．利用設備 

当事業所は以下の居室・設備をご用意しています。 
・宿泊室 
利用者の宿泊時の居室７室ございます。住環境は違いますが、お部屋をお選びいただくことは

できませんので予めご了承下さい。宿泊費も同じとなっています。 
尚、宿泊室は原則定員１名とし、宿泊に必要な寝具・備品を備えます。但し、利用者の処遇上

必要と認められる場合などは定員を２名とすることができます。 
・食堂 
利用者が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け、利用者が使用できるテーブル・椅子・箸

や食器類を備えています。（尚、居間、食堂は同一の場所としています） 
・浴室 
浴室には障害を患っている場合でも安全に入浴できる座位式特殊浴槽を設けます。 
・その他の設備 
設備としてその他に、キッチンや火災設備（消火器、消火栓、スプリンクラー、自動火災報知機、

非常通報装置、ガス警報器、誘導灯）を設けています。 
 
９．職員体制  

・介護職員の指定基準は、関係法令８に基づいて配置しています。 
介護職員の内１名は看護師（非常勤可）を配置しています。 

        
        

 
 
        

１０． サービス利用料金・利用者負担金の支払いについて 
「料金体系(目安)」 別紙料金表参照 
① 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更になった場

合、関係法令に従って、改定後の利用者負担金が適用されます。 

② 事業者は提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特に

そのサービスの内容及び利用者負担金を説明し、利用者の同意を得ます。 

③ 事業者が、利用者負担金変更（増額・減額）を行う場合には、利用者に対して変更予定日

の 1ヶ月前までに文書により説明し同意を得ます。 

④ 介護保険申請中や更新中に利用されており、認定の結果「自立」と判定された場合には全

額自己負担となります。 

「料金支払い方法」 

管理者 常勤 1名以上(兼務)         

看護師又は准看護師 常勤換算 1名以上 

介護支援専門員 非常勤 1名以上(兼務) 

介護職員 日中の利用者 3名に常勤換算１名以上 



① サービスが介護保険の適用を受ける場合には、原則としてサービス費の 1 割～3 割(所得

に応じて)を利用者自己負担としてお支払いいただきます。 
    ② 保険料の滞納などにより、サービス費の「利用者自己負担金」で利用できなくなる場合は、

一旦サービス費全額をお支払いいただき、後日、保険者からの保険給付分の払い戻しを受

ける手続きが必要となります（償還払い）。 

    ③ 月途中から利用開始した場合または、月途中から利用中止した場合には、実際の利用期間

を日割り計算した金額をお支払いいただきます。また、月の途中で要介護状態区分が変更

になった場合は、それぞれの要介護状態区分を日割り計算してお支払い頂きます。但し、

日割り計算できないものは 1か月分の請求となります。 

④ １か月ごとに利用料を計算し、事業者は翌月 15 日ごろまでに請求書を発行します。利用

者は次にいずれかの方法により翌月末日までにお支払いください。（領収書は翌月の請求

書と併せて発行いたします。） 
・当事業所指定口座への振り込み 
・指定口座からの自動振替 

 

１１． 利用者負担の滞納 
① 利用者が正当な理由なく利用者負担金を２ヶ月以上滞納した場合には事業所は指定す

る期日を定めて、その期間内に滞納額の全額を支払わなければ、契約を解除する旨の催

告をすることができます。 
② 前項の催告をしたときは、事業所は利用者の日常生活を維持する見地から「居宅サービ

ス計画」の変更、介護保険外の公的サービスの利用の利用等について居宅介護事業所と

必要な協議をおこなうこととします。 
③ 事業所は、前項の定める調整の努力を行い、かつ第 1 項に定める期間が満了した場合に

は、文章で通知する事によりこの契約を解約する事ができます。 
     ④ 事業所は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提供を拒

む事はありません。 
 

１２． サービス利用に当たっての留意事項  
① 風邪や発熱など体調不良と認められた場合は、サービス提供の中止及び内容変更をさせ

て頂く場合がございます（例：入浴サービスの提供中止）。 

② 利用者又はその家族は、体調の変化があった場合には事業所の従業者にご連絡下さい。 

その場合、介護保険の対象となるサービス利用料は包括費用ですので変更されませんが、

介護保険の対象外サービスについては正当な理由がなく、当日に申し出をされた場合に

はキャンセル料を頂きます。 

③ 事業所内で金銭及び食物等のやりとりはご遠慮下さい。 

④ 従業者に対する贈物や飲食物のもてなしはお受けできません。 

 

１３． 緊急時の対応について 
サービス提供中にご契約者の容態に急変があった場合、その他必要な場合には、救急隊、ご

家族、主治医などに連絡等必要な措置を講じます。 

 

１４． 事故発生時の対応について 
サービス提供時により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡

を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償



すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

 

１５． 協力医療機関・バックアップ施設 
小豆沢病院 

所在地：東京都板橋区小豆沢 1-6-8  Tel:03-3966-8411 

コンパスクリニック赤羽 内科・歯科 

所在地：東京都北区志茂 2-39-9 Tel: 0120-591-173 
 

１６． サービス利用開始 
サービス提供開始に際しては、事前に担当職員が訪問の上で本説明書の内容に沿って 

     ご説明させて頂きます。ご了承頂いた上で契約を結び、サービス提供開始となります。 

サービス提供の内容に関しましては、『サービス計画書』『介護計画書』を作成致します。 
 

１７． サービスのご利用終了（契約の満了） 
     次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。ただし、終了事由が発生し、

契約が終了したにもかかわらず、事業所が行ったサービスの対価は利用者がこれを全額負担

します。 
     ① 利用者の要介護認定区分が、自立（非該当）と認定されたとき。 
     ② 利用者が死亡したとき。 
     ③ 利用者が 30 日以上不明になったとき。 
     ④ 利用者が 30 日以上入院したとき。 
     ⑤ サービスを 1 ヶ月以上利用されなかったとき。 
     ⑥ 利用者負担の滞納があり、11 項に基づき本契約が解約又は解除されたとき 
     ⑦ 18・19 項に基づき本契約が解約又は解除されたとき。 
 
１８． 利用者の解約権 
     ① 利用者は事業所に対して、契約満了希望日の 1 週間前までに通知することにより、この

契約を解約する事ができます。なお、この場合、事業所は利用者に対して、文書による

確認を求める事ができます。 
       但し、利用者が病状の急変、急な入院などやむを得ない事業がある場合には、直ちにこ

の契約を解約することができます。 
     ② 次の事由に該当した場合は、利用者は文章で通知することにより、直ちにこの契約を解

約することができます。 
・事業所が正当な理由なくサービスを提供しないとき。 
・事業所が、利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき。 

 
１９． 事業所の解約権 

事業所は、以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 
     ① 事業所が解散し、やむをえず事業所を閉鎖する場合は、閉鎖する日の 1ケ月前までに文

書にてお知らせ致します。 

また、当事業所が介護保険の指定を取り消されたときまたは指定を辞退した場合。 
    ② ご契約者が契約締結時及び契約期間中に、その心身の状況や病歴などの重要事項につい

て故意にこれを告げず、または、不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大



な事情を生じさせたとき。 
③ ご契約者の状態、言動が他のご契約者やサービス従事者の心身に重大な影響を及ぼす恐

れが生じた場合。 

     ④ ご契約者が法令違反やその他著しく常識を逸脱する行為、また、利用者並びに職員に対

するハラスメント行為・無断でのサービス時の内容時の録画、職員や他の利用者を撮影

し拡散する行為をなし、事業所の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合には 2 週間の予告をもって契約を

解除いたします。 

     ⑤ 11項による場合。 

     ⑥ その他、本契約の継続が困難と認められるとき。 

 

２０． 契約終了時の援助 
契約を解除又は終了する場合は、当事業所のサービス利用は解約となり、居宅介護支援事業

所としての契約も解除されます。その場合事業所は、居宅介護支援事業所に対する情報の提

供を行うと共に、その他の保健医療サービス又は、福祉サービス提供者等と連携し、利用者

に対して必要な援助を行います。 
 

２１． 非常災害対策 
事業者は、非常災害その他緊急時代に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と

連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき年に

２回の利用者及び従業者等への訓練を行います。 

 

２２． 運営推進会議 
運営推進会議を設置し、概ね 2ヶ月に 1回以上運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サ

ービス、訪問サービスの提供回数などの活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受け

るとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設けるものとします。 

 

２３． サービスご利用に関する苦情の受付 
①  当事業所窓口 

 (介護予防)小規模多機能型居宅介護スリール板橋志村（担当者：中村直子 ） 

受付時間 毎週月曜日～金曜日 ９時００分～１７時００分 

電話番号 ０３－５９１８－９１９７ 

 
② 行政機関その他苦情受付機関 

 

東京都 

国民健康保険団

体連合会 

 

所在地 東京都千代田区飯田橋３－５－１東京区政会館１１階 

電話番号 ０３－６３３８－０１７７ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日 ９時～１７時 

 

板橋区介護保険

苦情相談室 

所在地 東京都板橋区板橋 2－66－1 板橋区役所北館 2F 

電話番号 ０３－３５７９－２０７９ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日 ９時～１７時 

 



 
 
 
２４、 秘密保持・個人情報の保護・個人情報使用の同意 

事業者及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族の個人情報（個

人情報保護法における定義に従います）を正当な理由なく第三者に漏らしません。また、退

職後においてもこれらの秘密を保守します。 

     但し、事業所は以下の場合に限り利用者に関する心身等の情報を含む個人情報を提供できる

ものとします。 

① 介護サービスの提供を受けるに当って、当事業所関係職員・他の介護サービス事業所・医

療機関との間で開催されるサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把

握するために必要な場合。 

 ② 上記(1)の外、介護サービス事業所・医療機関との連絡調整に必要な場合。 

    ③ 現に介護サービスの提供を受けている場合で、利用者が体調等を崩し又はケガ等で病院へ

行ったときで、医師・看護師等に説明をする場合。 

    ④ 介護保険サービスの質の向上のための研究会等での事例発表等を行う場合。 

    ⑤ 事業所の広報物又は利用者・家族の説明や運営推進会議の説明等の場合。 

利用者は、本契約の締結により上記の内容の個人情報の使用を了承するものとします。 
また、代理人、家族の個人情報については、情報を提供する者は、個人情報を提供する全

ての方に対して①～④について責任をもって説明し、同意を得て情報提供し、その使用に

ついても同意を得ることとし、本契約の締結により上記の内容の個人情報の使用を了承

するものとします。 
 
２５、利用者の尊厳 

利用者の人権・プライバシー保護のための職員研修等を行い、従業者教育を行います。 
 
２６、身体拘束及び虐待の禁止 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束や虐待となる行為を行わない事を約束

します。 

     但し、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家

族へ十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

２７、損害賠償 
当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、当事業者は   

速やかにその損害を賠償致します。守秘義務に反した場合も同様と致します。 

   ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者

の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、当事業者の損害賠償責任を減じ

る場合がございます。 

   事業所は自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の

各号に該当する場合には、事業所は損害賠償を免れます。 

① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げ

ず、又は不実の告知を行った事に専ら起因して損害が発生した場合。 

② 利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告



げず、又は不実の告知を行った事に専ら起因して損害が発生した場合。 

③ 利用者の急激な体調の変化等、事業所が実施したサービスを原因としない事由に専 ら起

因して損害が発生した場合。   

④ 利用者が、事業所の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した場合。 

 

 

 
 
 
２８、要介護認定の申請に係る援助、その他社会生活上の便宜の提供 

① 契約期間内における、認定調査に係る申請等の代行及び、介護保険者証の交付、再交付な

ど代行を依頼に基づき行います。尚、代行依頼については重要事項説明における同意、ま

た、契約書の締結をもって、その代行依頼手続きを行ったものとする。 

  ただし、17,18,19項により、利用終了となる場合には、代行依頼についても終了となる。 

    ② 新規登録の手続き、更新申請等の手続きに必要な要介護被保険者証等、事業所が必要と判

断した時は提出していただきます。その間の管理は十分に行います。 

その期間については、代行依頼の解除の要請がない限り、契約の期間とし、契約の更新が

あった場合には、代行依頼についても更新を行ったものとする。 

③  その他日常生活における便宜の提供については、その必要性に応じて支援を行います。 
 
２９、情報公開・サービス評価 

① 『情報公開』とは介護保険法の規定にもとづいて、介護保険制度の基本理念である「利用

者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択（自己決定）」を現実に保障するための

新しい仕組みです。利用者による事業所の選択を支援する事を目的とし、都道府県内の介

護サービス事業所・施設（サービス種類毎）が、その提供するサービス内容及び運営状況

に関する情報を公表し、利用者又はその家族が比較検討する事が可能となっています。 

② 『サービス評価』とは、事業所の自己評価を基に、外部の方々に（当事業所以外の構成・

中立な立場第三者の者）が、専門的かつ客観的な立場から事業所を評価するものです。個々

の事業所が、具体的な問題点を把握して、福祉サービスの質の向上を図るとともに、利用

者の適切なサービスの選択に資するための上となっています。 
   
③ 代理人 

     利用者は、代理人を選任する事ができます。但し、代理人がその代理権を行使する場合は、

事業所に対して、その権限を証する書面を提示してこれを行う事とします。 
 

④  裁判管轄 
     この契約に関する紛争の訴えは、事業所の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること

に合意します。 
 

⑤  契約外事項 
     この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところによりま

す。 
 

⑥ 協議事項 

保険会社名 東京海上日動火災保険 

保険名 超ビジネス保険 

保障の概要 損害賠償金 1 億円（身体障害事故、財物損壊事故、人権侵害に対

する慰謝料、身体障害・財物損壊を伴わない経済的損失） 



     この契約に関して問題が生じた場合は、契約の目的に記載のため、当事者が互いに信義に従

い、誠実に協議したうえで、解決するものとします。 
 

⑦ その他 
②  サービス利用の際には介護保険被保険者証を提示ください。 
②  当事業所内は一部を除き禁煙となっておりますので、喫煙される際は所定の場所で     

お願い致します。  

③ 当事業所において、宗教活動や政治活動、営利活動は禁止させて項きます。 

④ 当事業所において、ご契約者が故意に建物、設備を壊されたり、汚されたりした場合は     

ご契約者の自己負担により原状に復して頂くか、もしくは相当の代価をお支払い頂く場合

がございます。 

⑤ 現金などの貴重品の紛失などの事故に関しましては、当事業所は一切の責任を負いかねま

すので、あらかじめご了承願います。 

⑥ 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

⑦ 館内は飲酒禁止となっております。予めご了承ください。 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙料金表  

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該（介護予防）小規模多機能型居宅介護が法定代理受

領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定します。注 1・2） 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護費（地域区分１１．１０％） 

要支援・要介護認定結果 1 月当たりの利

用料金（円） 

1月当たりの自己負担料金（円） 

3割負担 2割負担 1割負担 

要支援１ ３８，２９５ １１，４８９ ７，６５９ ３，８３０ 

要支援２ ７７，３８９ ２３，２１７ １５，４７８ ７，７３９ 

要介護１ １１６,０８３ ３４，８３５ ２３，２１７ １１，６０９ 

要介護２ １７０，６０７ ５１，１８３ ３４，１２２ １７，０６１ 

要介護３ ２４８，１８４ ７４，４５６ ４９，６３７ ２４，８１９ 

要介護４ ２７３，９１４ ８２，１７５ ５４，７８３ ２７，３９２ 

要介護５ ３０２，０１９ ９０，６０６ ６０，４０４ ３０，２０２ 

初期加算 

注３）初回利用日から３０日間 

1日 ３３３ １日 １００ 

 

 １日 ６７ 

 

 １日 ３４ 

 

注 4） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

 

８，３２５ 

         

２，４９８ 

     

１，６６５ 

 

８３３ 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ７，１０４ ２，１３２ １，４２１ ７１１ 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ３，８８５ １，１６６ ７７７  ３８９ 

注 5)認知症加算（Ⅰ） １０，２１２ ３,０６４ ２,０４３ １,０２２ 

認知症加算（Ⅱ） ９,８７９ ２，９６４ １，９７６ ９８８ 

認知症加算（Ⅲ） ８,４３６ ２,５３１ １，６８８ ８４４ 

認知症加算（Ⅳ） ５,１０６ １,５３２ １,０２２ ５１１ 

注 6）看護職員配置加算（Ⅰ） ９，９９０ ２，９９７ １，９９８ ９９９ 

看護職員配置加算（Ⅱ） ７，７７０ ２，３３１ １，５５４ ７７７ 

看護職員配置加算（Ⅲ） ５，３２８ １，５９９ １，０６６ ５３３ 

注 7）訪問体制強化加算 １１，１００ ３，３００ ２，２２０ １，１１０ 

注 8） 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） 

 

１３，３２０ 

 

３，９９６ 

 

２，６６４ 

 

１，３３２ 

総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）     

注 9）看取り連携体制加算 

死亡日から遡って３０日間 

１日 ７１０  1日 ２１３  １日 １４２  １日 ７１  

注 10)生活機能向上連携加算（Ⅰ） １，１１０ ３３３ ２２２ １１１ 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２，２２０ ６６６ ４４４ ２２２ 

注 11)生産性向上推進体制加算(Ⅰ) １,１１０ ３３３ ２２２ １１１ 

   生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １１１ ３４ ２３ １２ 

注 12）初回利用日から 7日間 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 

1日２，２２０ １日 ６６６ １日 ４４４ １日 ２２２ 



注 13） 

若年性認知症利用者受入加算（介護） 

 

８，８８０ 

 

２，６６４ 

 

１，７７６ 

 

８８８ 

若年性認知症利用者受入加算（予防） ４，９９５ １，４９９ ９９９ ５００ 

注 14)科学的介護推進体制加算 ４４４ １３４ ８９ ４５ 

介護職員処遇改善加算等改善加算 基本報酬に各加算・減算を 

加えた所定単位数の

146/1000 

    

  

  

注 1：上記の自己負担料金には食事の提供、おむつ代、宿泊にかかる費用などは含まれません。 

注 2：介護保険料の滞納などにより、法定代理受領が出来ない場合がございますが、その場合は

1 ヶ月当たりの利用料金を全額自己負担して頂きます．その際にサービス提供証明書を

発行致しますので、後日区役所窓口にご提出下さい。 窓口で差額の払い戻しがございま

す。  

注 3：初期加算は 30日以上の入院後など、改めて契約を交わした後に利用された場合にも 30日

間算定する。 

注 4：サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

   とは 

   研修や会議を実施しており、看護職員を除く従業者の介護福祉士が 70％以上配置されて

いること。 

   もしくは、看護職員を除く従業者の内、勤続年数が 10 年以上の介護福祉士が 25％以上

配置されていること。 

   サービス提供体制強化加算（Ⅱ）とは 

研修や会議を実施しており、看護職員を除く従業者の介護福祉士が 50％以上配置されて

いること。 

   サービス提供体制強化加算（Ⅲ）とは 

研修や会議を実施しており、下記のいずれかに該当する場合 

Ⅰ：看護職員を除く従業者の介護福祉士が 40％以上配置されていること。 

Ⅱ：従業者の常勤職員が 60％以上である。 

Ⅲ：勤続年数７年以上が 30％以上である。 

注 5：認知症加算（Ⅰ）とは 

   認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が 20

人未満の場合は１以上、20 人以上の場合は 1 に、当該対象者の数が１９を超えて 10 又

は端数を増すごとに１を加えて得た数以上の配置。認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以

上の者に対して専門的な認知症ケアを実施した場合。当該事業所の従業員に対して、認

知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催。認知症会

議指導者研修修了者を 1 名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施。介護

職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予

定。 
   認知症加算（Ⅱ）とは 
   認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が 20

人未満の場合は１以上、20 人以上の場合は 1 に、当該対象者の数が１９を超えて 10 又

 



は端数を増すごとに１を加えて得た数以上の配置。認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以

上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合。当該事業所の従業員に対して、

認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催。 
   認知症加算（Ⅲ） 

   認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、（看護）小規模多機能型居宅介護を

行った場合。 

   認知症加算（Ⅳ） 

   要介護状態区分が要介護２である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当

する者に対して、（看護）小規模多機能型居宅介護を行なった場合。 

注 6：看護師加算（Ⅰ）とは、常勤の看護師が 1名以上配置されている。要介護者のみ。 

看護師加算（Ⅱ）とは、常勤の准看護師が 1名以上配置されている。要介護者のみ。 

看護師加算（Ⅲ）とは、看護職員を複数で常勤 1 名に相当する勤務時間、日数を配置さ

れている。要介護者のみ。 

注 7：訪問体制強化加算とは 

   訪問を対応する職員を 2名以上配置し所定の回数を実施していること。要介護者のみ。 

注 8：総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）とは 

   利用者の心身状況や取り巻く環境の変化に応じて、介護支援専門員、看護職員、介護職

員などが共同で介護計画の見直しを行っており、また、地域における多様な活動が確保

され、日常的に地域住民等の交流を図り参加していることに加え、指定の７項目のうち

いずれかを実施すること。 

   総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）とは 

   利用者の心身状況や取り巻く環境の変化に応じて、介護支援専門員、看護職員、介護職

員などが共同で介護計画の見直しを行っており、また、地域における多様な活動が確保

され、日常的に地域住民等の交流を図り参加していること。 

注 9：看取り連携体制加算とは 

   看護師加算（Ⅰ）を算定しており、医師の診断のもと、看取り期における対応方針を説

明し、同意を得ていること。また 24時間看護師との連絡体制が確保されていること。要

介護者のみ。 

注 10：生活機能向上連携加算（Ⅰ）とは介護支援専門員が訪問リハビリ、通所リハビリ、リハ

ビリ病院等の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の助言に基づき介護計画書に

機能向上の内容があり、その内容に基づいて援助を行った月に算定する。     

   生活機能向上連携加算（Ⅱ）とは（Ⅰ）の助言ではなく、介護支援損門員が同行等し身体

状況の評価を共同して行い、生活機能向上の内容を介護計画書に記載がある場合に３か

月の間に１回算定する。但し（Ⅰ）を算定する月は算定しない。 

注 11：生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 

とは 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会の開催や執拗な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づ

いた改善活動を継続的に行なっていること。見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導

入していること。1年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータ提供を行

うこと。 

以上に加え、上記のデータにより業務改善の取組による成果が確認されたこと。見守り

機器等のテクノロジーを複数導入していること。職員間の適切な役割分担（介護助手の
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活用等）の取組等を行なっていること。 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 

とは 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会の開催や執拗な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づ

いた改善活動を継続的に行なっていること。見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導

入していること。 

注 12：認知症行動・心理症状緊急対応加算とは、医師が認知症の行動・心理症状が認められる

ため、在宅での生活が困難であり、緊急に小規模多機能型居宅介護を利用する事が適当

であると判断した者に対して援助を行った場合に算定する。 

注 13：若年性認知症利用者受入加算とは、若年性認知症利用者に対して支援を行った場合に算

定する。 

注 14：科学的介護推進体制加算とは、利用者ごとに ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の

状況その他、利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出していること。ま

た、必要に応じて介護計画書を見直していること。 

 



 
 
（２）介護保険の給付対象とならないサービス 
＜ 運営基準（厚生労働省令）で定められた「その他の費用」＞ 

交通費 
送迎費 

実費 
 

通常の事業実施地域以外への送迎や通院・訪問実施等への送迎 

通常事業実施地域以外への訪問や車両の使用 

共にガソリン代（1㎞当たり 30円程度）、通行料、駐車場代実費 

※通常事業実施地域であっても本人の嗜好品の購入の場合は費用をお支

払いいただきます。 

実施地域以外の地域 
食事の提供に要する費用 実費 昼食 650 円、夕食 650 円、朝食 300 円、おやつ 100 円 

但し特別に用意した場合は実費 
キャンセル料は半額頂きます。 

宿泊に要する費用 実費 １泊 3500 円（食費別途請求） 

おむつ代  
 

実費 
 

原則、個人でご準備頂きます。 

レクリエーション等に要

する費用 
実費 
 

材料費等の実費 
行事の参加費 

複写物の交付 実費 1 枚につき 10 円 

洗濯代 実費 ご要望に応じ施設で洗濯代行いたします 1 回につき 100 円 

※ その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者負担が適当と

認められる費用 

※ 上記費用は全額自己負担となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

契 約 書 
 

令和  年  月  日 
指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護スリール板橋志村の開始に当り、利用者に対して、重要事

項説明書兼契約書の書面に基づいて、重要事項兼契約書を説明し交付しました。 
【事業者】 
所 在 地：神戸市灘区備後町５－３－１－３０９ 
事業者名：株式会社ヒナコーポレーション 
代 表 者：園田 潤治   
【事業所】 
所 在 地：東京都板橋区志村１－２８－１０ 
名   所：(介護予防)小規模多機能型居宅介護スリール板橋志村（指定番号 1391901129） 
管 理 者： 中村 直子             
説 明 者： 渡邉 典子 (契約担当者) 
 
私は、重要事項説明兼契約書を書面により、事業所から指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護サ

ービスについて重要事項兼契約書の説明を受け、同意の上で契約をします。 
契約を証するため、本書を 2 通作成し利用者、事業者が押印のうえ、1 通ずつ保有するものとします。 

代理人の権限（利用者本人からの依頼を受けて、代理権を行使するものに○印を記入下さい） 

1. 契約における署名・押印を行うこと 

2. 小規模多機能型居宅サービス計画書の署名を行うこと 

3. 小規模多機能型居宅介護計画書の署名を行うこと 

4. 利用料等の支払いに関することを行うこと 

5. サービスに対する要望・苦情などに関すること 

6. その他、必要なこと 

令和  年  月  日 
代理人住所 
 
代理人氏名             （契約者との続柄：    ）   
 

令和  年  月  日 
【契約者】※利用者本人の氏名をお願いします 
【代理人が契約する場合】契約者（利用者本人）は、署名ができないため、利用者本人からの依頼を

受けて代理人の権限を行使し、契約者に代わり署名を行います。 
住  所： 
 
氏  名：              
 
契約者（利用者本人）が利用料の支払いが行えない場合には連帯保証人として利用料の支払いを行い

ます。 
住  所： 
氏  名：             （契約者との続柄：        ） 


